
 

 

 

 

 

 

 

   

インフルエンザ A型に感染する人が増えています。６年生のクラスで学級閉鎖もありました。 

手洗いなど予防にご留意いただき、ご自宅で、朝の健康観察をお願いいたします。 

体調が思わしくない場合は無理せずご家庭で静養してください。 

インフルエンザに感染した場合は「発症した後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまで」は出席 

停止となります。 ＊症状が出始めた日は０日とカウントします。 

 

 

 

 

 

 

 

出席停止期間が明けて、登校できるようになった時に、登校届を学校へ提出してください。 

登校届は保護者の方が記入してください。（医師に記入していただく必要はありません。） 

登校届は学校の HPか下記 QRコードからダウンロード・印刷してご利用ください。 

清明小学校 登校届  

 
 

水泳の授業について 

水泳の授業が１２月から始まります。詳細については別紙をご参照ください。 

 

〇健康診断の結果で、受診をすすめられている人や健康診断を欠席等で受けていない人は水泳の授業

が始まる前に受診してください。 

 

〇水泳の授業を受けるにあたって健康面で心配なことがある人は、かかりつけ医に相談してください。 

 

〇食物アレルギーがあり、医師から緊急時用の内服薬やエピペンを処方されている人は、水泳の学習時

にセントラルウェルネスクラブへ内服薬やエピペンを持参できるようにご準備とお子さんへのお声かけ

お願いいたします。 

 

令和７年 1 1 月 4 日 

清瀬市立清明小学校 

校  長  渋谷 正芳 

 

 

 

 

 

 

  


